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 令 和 8 年 6 月 1 2 日 

文教経済常任委員会 

経済部新産業支援課 

 

 

 

青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正理由 

   国では、「地域再生法」に基づき、地方における雇用の創出を通じて、地方への新たな人の流れを生み出すこ

とを目的に、地方への本社機能の移転・拡充など、企業の地方拠点化を促進しており、各都道府県から一定の

条件を満たす地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた企業に対する特定業務施設の新設

又は増設に関する課税の特例などのほか、地方公共団体が認定事業者に課すべき地方税を課税免除又は不

均一課税した場合の減収額に対し、地方交付税による補てん措置を行っている。 

本市では、平成 28 年に「青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例」を定め、

県が策定した地域再生計画に定める地方活力向上地域において、県知事の認定を受けて本社機能を有する施

設（事務所、研究所等）の新設等を行う事業者に対し、3か年度、固定資産税を不均一課税とする措置を講じてい

る。 

今般、「地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令」が一部改正され、地方公共団体が不均一課

税を行った場合に国が行う地方交付税による減収補てん措置が 2 年間延長されたことから、本市の固定資産税

の不均一課税の措置を延長するため、本条例についても所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正概要 

項  目 改正後 改正前 

①期  間 
令和 10年 3月 31日までの間 

※ 適用期限の延長 

令和 8年 3月 31日までの間 

②対 象 

償却資産（所得税法施行令第六条第一号

から第三号まで又は法人税法施行令第十

三条第一号から第三号までに掲げるもの） 

※ 対象資産の範囲明確化（これまでと

取扱いは同じ） 

償却資産 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行し、令和8年 4月 1日から適用する。 

 

 

【参考】 本市の不均一課税の税率     

区 分 

移 転 型 

(東京 23区にある本社機能を移転) 

拡 充 型 

(東京 23区以外にある本社機能を移転又は

市内にある本社機能を拡充) 

初年度 1.6％→0.14％ 

2年度 1.6％→0.35％ 1.6％→0.467％ 

3年度 1.6％→0.70％ 1.6％→0.933％ 
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青森市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する 

条例（平成二十八年条例第二十三号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

第一条 略 第一条 略 

（不均一課税） （不均一課税） 

第二条 法第五条第十八項（法第七条第二項

において準用する場合を含む。）の規定に

より法第五条第一項の地域再生計画（同条

第四項第五号に規定する地方活力向上地域

等特定業務施設整備事業に関する事項が記

載されたものに限る。）が公示された日（地

域再生法の一部を改正する法律（平成二十

七年法律第四十九号）の施行の日以後最初

に公示された日に限る。以下「公示日」と

いう。）から令和十年三月三十一日までの

間に、法第十七条の二第三項の規定に基づ

き、同条第一項に規定する地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画の認定を受けた

認定事業者であって、当該認定を受けた日

から同日の翌日以後三年を経過する日まで

（同日までに同条第六項の規定により当該

認定を取り消されたときは、その取り消さ

れた日の前日まで）の間に、特定業務施設

等の用に供する減価償却資産（所得税法施

行令（昭和四十年政令第九十六号）第六条

第一号から第七号まで又は法人税法施行令

（昭和四十年政令第九十七号）第十三条第

一号から第七号までに掲げるものに限る。）

で取得価額の合計額が三千八百万円（租税

特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）

第十条第八項第六号に規定する中小事業

者、同法第四十二条の四第十九項第七号に

規定する中小企業者及び法人税法（昭和四

十年法律第三十四号）第六十六条第六項に

規定する中小通算法人にあっては千九百万

第二条 法第五条第十八項（法第七条第二項

において準用する場合を含む。）の規定に

より法第五条第一項の地域再生計画（同条

第四項第五号に規定する地方活力向上地域

等特定業務施設整備事業に関する事項が記

載されたものに限る。）が公示された日（地

域再生法の一部を改正する法律（平成二十

七年法律第四十九号）の施行の日以後最初

に公示された日に限る。以下「公示日」と

いう。）から令和八年三月三十一日までの

間に、法第十七条の二第三項の規定に基づ

き、同条第一項に規定する地方活力向上地

域等特定業務施設整備計画の認定を受けた

認定事業者であって、当該認定を受けた日

から同日の翌日以後三年を経過する日まで

（同日までに同条第六項の規定により当該

認定を取り消されたときは、その取り消さ

れた日の前日まで）の間に、特定業務施設

等の用に供する減価償却資産（所得税法施

行令（昭和四十年政令第九十六号）第六条

第一号から第七号まで又は法人税法施行令

（昭和四十年政令第九十七号）第十三条第

一号から第七号までに掲げるものに限る。）

で取得価額の合計額が三千八百万円（租税

特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）

第十条第八項第六号に規定する中小事業

者、同法第四十二条の四第十九項第七号に

規定する中小企業者及び法人税法（昭和四

十年法律第三十四号）第六十六条第六項に

規定する中小通算法人にあっては千九百万



議案第 104号関係資料 2 

 令 和 8 年 6 月 1 2 日 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

経 済 部 新 産 業 支 援 課 

 

2/2 

改正後 改正前 

円）以上のもの（以下「特別償却設備」と

いう。）を新設し、又は増設した者につい

て、特別償却設備である家屋又は構築物及

び償却資産（所得税法施行令第六条第一号

から第三号まで又は法人税法施行令第十三

条第一号から第三号までに掲げるものに限

る。）並びに当該家屋又は構築物の敷地であ

る土地（公示日以後に取得したものに限り、

かつ、土地については、その取得の日の翌

日から起算して一年以内に当該土地を敷地

とする当該家屋又は構築物の建設の着手が

あった場合における当該土地に限る。）に

対して課する固定資産税については、不均

一課税をする。 

円）以上のもの（以下「特別償却設備」と

いう。）を新設し、又は増設した者につい

て、特別償却設備である家屋又は構築物及

び償却資産              

                   

                   

  並びに当該家屋又は構築物の敷地であ

る土地（公示日以後に取得したものに限り、

かつ、土地については、その取得の日の翌

日から起算して一年以内に当該土地を敷地

とする当該家屋又は構築物の建設の着手が

あった場合における当該土地に限る。）に

対して課する固定資産税については、不均

一課税をする。 

第三条～第六条 略 第三条～第六条 略 

 


